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別記１ 

 

宇土市民会館指定管理者仕様書 

 

１．趣旨  

 本仕様書は、宇土市民会館において、宇土市民会館の指定管理者が行う業務の内容及び履

行方法について定めることを目的とする。 

 

２．施設の概要  

（１）名称   

   宇土市民会館 

（２）所在地 

   宇土市新小路町１２３番地 

（３）施設概要 

項目 内容 

構造 本館 鉄筋コンクリート造 地上４階、地下１階 

別館 鉄筋コンクリート造 地上２階、地下１階 

面積 敷地面積   ６，４８６㎡ 

建築延床面積 ４，１１０．６８㎡ 

主要施設 大ホール ６２５㎡ １階３１７席＋車椅子席８台 

          ２階２０４席・３階２０８席 合計７２９席 

楽屋４室 楽屋１（３３㎡）標準１４名 

     楽屋２（１４㎡）標準 ３名 

     楽屋３（１９㎡）標準 ６名 

     楽屋４（２１畳）１５畳・６畳に分割可 

楽屋棟  浴室１・シャワー室１ 

会議室４室 大会議室（１８９㎡）椅子９５、机１８ 

      第１会議室（３０㎡）椅子１８、机 ６ 第２会議室連結可 

      第２会議室（３０㎡）椅子１８、机 ６ 第１会議室連結可 

      第３会議室（５２㎡）椅子３０、机１０ 

展示室（３２㎡） 

ギャラリー「であい館」     椅子１５、机 ５ 

事務室、ロビー（ピアノあり）、機械室、倉庫、駐車場他 

主要設備 建築設備（空調設備、給排水設備、電気設備、排煙設備） 

防災設備（消防用設備、自家発電設備、防火扉） 

舞台設備（機械設備、照明設備、音響設備） 

主要備品 「別添備品台帳」のとおり 
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３．指定管理者の収入について  

（１）利用料金制の導入 

   宇土市民会館は利用料金制を導入する。指定管理者は宇土市民会館の管理にあたり市

が支払う委託料のほか、利用者が支払う利用料金と入場料を自らの収入とすることがで

きる。 

（２）利用料金の額 

   利用料金の額は、宇土市民会館条例第９条に定める範囲内の額（消費税を含む。）を上

限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

（３）利用料金の減免 

利用料金の減免については、宇土市民会館条例第１０条の規定に従う。なお、利用料金

の減免に係る利用料金相当額の負担について、市は行わない。 

 

４．リスク分担について  

 市と指定管理者との宇土市民会館の管理運営業務に係るリスク分担についてはリスク分担

表（別記２）のとおりとする。なお、表中にないリスクが生じた場合及び表中の解釈につい

て疑義が生じた場合は、市と指定管理者の間で協議の上、その取扱い及び解釈を決定する。 

 

５．管理運営業務内容  

（１）施設等の使用許可及び利用料金収受 

    ① 使用許可の対象施設等 

    使用許可の対象となる施設等は次のとおり。指定管理者は、使用許可の対象施設及

び設備を使用させる対価として、使用者から利用料金を徴収し、収入として収受する。 

【対象施設一覧】 

対象施設 面積 施設概要 

大ホール ６２５㎡ 客席７２９席、車椅子席８台可 

大ホールロビー 約１８０㎡  

大会議室前２Fロビー 約７０㎡ ピアノあり 

舞台のみ  間口１７ｍ、奥行き１０ｍ、高さ７ｍ 

大会議室 １８９㎡ ２：１に分割可  椅子９５、机１８ 

第 1会議室 ３０㎡ 第２会議室連結可 椅子１８、机 ６ 

第２会議室 ３０㎡ 第１会議室連結可 椅子１８、机 ６ 

第３会議室 ５２㎡     椅子３０、机１０ 

展示室 ３２㎡  

楽屋１ ３３㎡ ２分割可 標準１４名 

楽屋２ １４㎡ 標準 ３名 

楽屋３ １９㎡      標準 ６名 

楽屋４（和室） ２１畳 １５畳・６畳に分割可 

ギャラリー「であい館」           椅子１５、机 ５ 
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  ② 休館日 

    ・毎週火曜日。火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休

日でない日。 

    ・１２月２８日から翌年１月４日まで 

※指定管理者は、教育委員会の承諾を得て、休館日を変更することができる。 

   ③ 開館時間 

      午前９時から午後１０時まで 

※指定管理者は、教育委員会の承諾を得て、開館時間を変更することができる。 

   ④ 指定管理者の自主事業に係る施設等の利用 

      自主事業とは、指定管理者が協定書・仕様書に定める管理業務の範囲外において、

施設等を使用して行う事業を指す。その実施に当たっては、市の承認を得るものと

し、大ホール等の使用については、指定管理者の使用許可手続きを行う。 

   ⑤ 平等、公平な取扱い 

      宇土市民会館の使用申し込みは原則として先着順とし、使用許可に当たっては、

平等かつ公平な使用の確保に留意する。 

   ⑥ 使用許可基準の遵守 

      宇土市民会館の施設等の使用の許可に当たっては、宇土市民会館条例第７条の規

定に照らし、問題がないことを確認した上で許可を行う。 

   ⑦ 施設等の使用許可に係る手続基準 

      施設及び設備の使用許可、使用内容の変更、使用許可を受けた者からの使用の取

消等の申請に係る手続基準（手続方法、申請様式等）は、宇土市民会館条例、同施

行規則及び宇土市行政手続条例によるものの他、同条例等に定めのない事項につい

ては、市と協議の上、決定する。 

   ⑧ 施設等の使用許可申込受付け 

      施設等使用許可の受付開始日は、市と協議の上、決定する。 

   ⑨ 令和７年度末までに令和８年度の施設等使用許可を受けている者に対する対応 

ア 令和７年度末までに行った使用許可について 

      令和７年度末までに令和８年度の使用許可を受けている者は、宇土市民会館条

例第８条に掲げる許可の取消し事項に該当しない限り、指定管理者において当該

施設等の使用許可を行ったものとする。 

   イ アの場合の利用料金等について 

      令和７年度末までに使用許可を受けている者に対する利用料金額は、令和７年

度の市が定めた使用料と指定管理者が定めた利用料金を比較して、使用許可を受

けている者に有利な料金を採用する。 

   ウ 令和７年度末までに旧指定管理者が徴収している使用料について 

      令和８年度以降の施設等使用許可に伴い、令和７年度末までに使用料等として、
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旧指定管理者が既に利用料金の一部又は全部を収受している場合は、指定管理者

はイで採用された額の範囲内で旧指定管理者に使用料等の支払いを請求できる。 

   エ 次期指定管理者への利用料金の引継ぎについて 

      指定期間終了後又は指定の取消し等により次期指定管理者へ業務を引継ぐ際に、

次期指定管理開始日以降の利用料金を徴収している場合には、その利用料金は次

期指定管理者に対して引継ぐものとする。 

   ⑩ 使用の許可の基準 

      指定管理者は、宇土市民会館の施設等の使用の許可を受けようとする者が次のい

ずれかに該当すると認めるときは、許可しないことができる。 

ア 宇土市民会館における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる

とき。 

イ 宇土市民会館の建物又は備品を汚損し、又は破損するおそれがあると認められる

とき。 

ウ 宇土市民会館の管理上支障があると認められるとき。 

エ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認

められるとき。 

オ その他教育委員会が認めるとき。 

   ⑪ 許可の取消し等 

      指定管理者は、宇土市民会館の施設等の使用の許可を受けた者が、次の各号のい

ずれかに該当すると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許

可を取消し、若しくは許可の内容を変更し、又は使用を停止させることができる。 

   ア 宇土市民会館条例又は宇土市民会館条例施行規則に違反したとき。 

   イ 宇土市民会館条例第６条第２項の規定による許可の条件に違反したとき。 

   ウ 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。 

   エ 緊急やむを得ない事情により市がこれを使用する必要があるとき。 

   ⑫ 適格請求書（インボイス）の交付及びその写しの保存 

     指定管理者は、利用料金の収受の業務の際、利用者からの求めがあった場合は、

インボイスを交付し、消費税法ほか関係法令の規定に基づきその写しを保存するこ

ととする。 

（２）宇土市民会館の運営業務 

   ① 施設の貸し出しに関すること 

      利用申請の受付、利用の許可、利用の取り消し等に関する業務を行う。 

  ② 利用料金の徴収等に関すること 

   ア 利用者から利用料金を徴収すること。徴収方法は前納とする。 

   イ 利用料金の減免については、宇土市民会館条例及び同条例施行規則に定める基準

により行うこと。 

   ウ 利用の中止、取り消し又は変更により徴収した利用料金を還付する場合は、宇土

市民会館条例及び同条例施行規則に定める基準により行うこと。 
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   エ 徴収した利用料金等については、報告書を作成すること。書式・記載内容は協定

で定める。 

③ 施設利用の相談・案内に関すること 

   ア 住民が施設を利用する上で、必要な指導、助言を行うこと。 

   イ 受付業務は、１名以上を配置し、利用者へのサービスに支障なく対応できる人員

体制とすること。 

   ウ 利用許可申請時には、利用者からの相談を受け付けること。 

   エ 利用許可申請に係る事務処理は速やかに行うこと。 

   オ 施設利用者と利用日以前に十分な打合せを行うこと。 

   カ 施設利用のための書類及び利用者に対する利用の手引きを作成すること。 

   キ 電話に対する問い合わせや、施設見学等へ対応すること。 

   ④ 舞台業務に関すること 

   ア 市民会館における催物を円滑に遂行し、かつ十分な演出効果が得られるよう、舞

台設備の一切について、安全確認、確保及び万全の準備と操作を行うこと。また、

非使用時においても十分な整備点検を行うこと。 

   イ ホールの舞台技術者は原則３名を配置すること。ただし、催物の内容によって舞

台技術者の増員が必要な場合には、ホール利用者との十分な打合せの上で、必要な

人員を配置することがある。増員した舞台技術者にかかる人件費等については、利

用者に負担を求めることができる。 

   ウ 舞台関係業務 

    ・舞台吊物装置類及び備品、照明設備機器類及び備品、音響機器類及び備品、オー

ケストラピット、移動客席、その他大道具の操作、配置、格納、整備、点検、管

理他。 

    ・ホール利用者への舞台及び付帯設備利用等に関する助言指導、案内。 

    ・舞台進行について、主催者との打合せ。 

   ⑤ 自主文化事業に関すること 

   ア 指定管理者は、自主文化事業を企画し、実施することができる。 

   イ 実施にあたっては、地域住民、利用者のニーズを把握するとともに、自らが主体

的に事業を実施するだけでなく、住民、文化活動団体、国、県、事業者等と連携を

図るなど十分な工夫をすること。 

   ウ 本市の芸術文化水準の一層の向上を図るため、継続事業の他に国内外の質の高い

公演（コンサート・ミュージカル・演劇等）を年２回以上企画し、多くの市民が低

価格で鑑賞できる優れた舞台芸術公演を開催すること。 

   エ 市民の芸術文化活動を促進するための事業 

     地域文化を発展させるため、市民が主体となって活躍し、その成果を発表できる

創作活動を支援すること。 

   ⑥ 広報及び利用者のニーズに関すること 

   ア 広告活動（案内板、看板、広告等）の実施。 
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   イ 利用者アンケートを実施し、利用促進を図ること。 

   ⑦ 利用統計及び報告に関すること 

      指定管理者は、利用者等について日報を作成し、統計を行い、定期的に報告を行

うこと。 

   ⑧ 災害発生時等の避難所の運営に関すること 

（３）宇土市民会館の施設等の維持及び修繕に関する業務 

   ① 設備の保守管理等業務 

      指定管理者は、宇土市民会館の施設等の機能を良好に維持し、安全・清潔・快適

な宇土市民会館の利用の提供ができるよう、設備等の保守管理を行う。 

   ② 清掃業務 

      指定管理者は、宇土市民会館の良好な環境衛生と美観の維持に心がけ、施設とし

て安全かつ快適な空間を保つために、清掃業務を行う。 

   ③ 廃棄物の処理業務 

      廃棄物の処理に当たっては、定められた廃棄物の処理方法により、事業ごみとし

て処理業者に所定の料金を支払い、適正に処理する。 

   ④ 備品の管理業務 

      指定管理者は、利用者の施設における活動に支障をきたさないよう、備え付けの

備品の点検補修を行う。 

   ⑤ 保安警備業務 

      指定管理者は、宇土市民会館内の秩序を維持し、事故、火災等の災害及び破壊等

の犯罪の発生を警戒、防止し、利用者の安全を守るために、保安業務を行う。 

   ⑥ 施設の補修、修繕に関する業務 

      管理施設の修繕に要する経費（以下「修繕費」という。）について、１件につき３

０万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満のものについては、指定管理者の負担

と責任において実施するものとする。また、１会計年度における修繕費の累計額に

ついて、１会計年度で１００万円以下（消費税含む。）までを指定管理者の負担とし、

これを超える分については市と協議するものとする。 

（４）指定管理者が宇土市民会館の管理上必要と認める業務 

     宇土市民会館の管理運営に当たって、指定管理者が必要と認める業務については、

市と指定管理者が協議の上、その実施の可否について決定する。 

（５）その他の業務 

   ① 便益施設の管理 

宇土市民会館内の行政財産に係る目的外使用について、使用者からの申請があった

場合は、指定管理者を通じ市に申請するものとする。市が指定管理者に対し使用許可

を行った後は、指定管理者は施設（公衆電話、自動販売機等）の設置・管理について

使用者に対して指導・監督を行う。 

   ② 経費負担の徴収 

    指定管理者は、宇土市民会館の行政財産の目的外使用許可施設に係る光熱水費等の
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経費を使用者から徴収し、電力会社等への支払いを行う。 

 

６．管理運営に関する基準  

（１）組織・人員配置等 

   ① 施設等の管理運営業務を適切に実施するための組織体制を編成するとともに、労働

基準法をはじめ労働関係法を遵守し、管理運営業務を効率的に行うための業務形態

にあった適正な人数の職員を配置する。 

  ② 開館時には施設の総括管理責任者又は副責任者を１人配置する。総括管理責任者が

被雇用者であるときは、期限を定めない雇用形態の者を配置するものとする。 

   ③ 施設等の管理運営に当たっては、法令等により資格を必要とする業務には、その有

資格者を配置するとともに、その業務に関して専門的な知識を有する者を配置する。 

   ④ 職員の勤務体制は、施設の管理運営業務に支障がないように配慮するとともに、利

用者の要望に応えられるものとする。 

   ⑤ 受付業務及び緊急時の対応のため、開館時間中は施設内に常時対応できる人員を配

置するとともに、防火管理者を配置する。 

  ⑥ 研修等を実施し、施設の管理運営業務に必要な知識と技術の習得・向上を図り、職

員の資質の向上に努める。 

  ⑦ 現雇用者の継続雇用に配慮する。 

（２）個人情報の取扱い 

     指定管理者が個人情報を取扱う場合は、その取扱いに十分留意し、漏洩、減失及び

棄損の防止、その他個人情報の適切な管理を行う。また、指定管理者は宇土市民会館

の管理運営に関し知り得た個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律

第６６条の規定に従い、協定において定める安全確保の措置を講じなければならない。 

（３）情報公開 

     指定管理者が指定管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等で指定管理

者が管理しているものについては、情報公開が可能なものについて情報を公開する。 

（４）文書の管理保管 

     指定管理者が業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等の管理に関する規定

を定め、これを適正に管理保管する。なお、指定期間が終了し、又は指定の取消しを

受けた後は、市の指示に従って引き渡す。 

（５）危機管理体制の整備 

     自然災害、人為災害、事故等あらゆる緊急事態、不測の事態に適切に対応できるよ

う危機管理体制を構築し、対応マニュアルを作成し、市に届け出る。また、随時訓練

を実施する。 

（６）守秘義務 

     指定管理者は、宇土市民会館の管理運営業務を行うに当たり、業務上知り得た内容

を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用することはできない。なお、指定期

間終了後も同様とする。 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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（７）保険への加入 

     指定管理者は、宇土市民会館の管理運営業務を行うに当たり、自らのリスクに対し

て適切な範囲で保険に加入する。 

 

７．再委託の禁止  

 指定管理者は、業務の全部若しくは業務の主たる部分を一括して第三者へ委託又は請け負

わせることはできない。ただし、指定管理者があらかじめ市の承諾を得た場合は、業務の一

部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

 

８．モニタリングの実施  

 市は、「宇土市民会館施設の管理運営に関する協定書」及び「宇土市公の施設の指定管理者

制度に係る運用指針（第８．モニタリングに関する事項）」に基づき、指定管理者の管理運営

業務に関して、指導・評価・検証等を行う。指定管理者は、利用者アンケート等によりセル

フモニタリングを行い、利用者等の意見や要望を把握し、管理運営に反映させるよう努める

ものとする。なお、施設の管理運営に関して自己評価を行い、その結果を事業報告書にまと

め、市に報告する。 

 

９．事業計画書及び事業報告書  

（１）事業計画書 

   ① 指定管理者は、毎年度２月末までに翌年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、

市に提出する。 

   ② 事業計画書の主な内容は次のとおりとし、作成にあたっては市と協議し、承認を受

けなければならない。 

   ア 管理運営業務の執行体制 

   イ 管理運営業務の概要及び実施する時期 

   ウ 管理運営業務に要する経費の総額及び内訳 

   エ その他必要な事項 

（２）業務報告書等の作成 

   ① 年次報告書 

      指定管理者は、毎年度終了後２か月以内に、年次報告書を市に提出する。年次報

告書の主な内容は次のとおり。 

  ア 管理運営業務の実施状況 

  イ 施設等の使用状況 

  ウ 使用料（利用料）の収入の実績 

  エ 管理運営経費の収支決算 

  オ その他必要な事項 

  ② 月次報告書 

      指定管理者は、毎月報告書を作成し、翌月１０日までに市に提出する。月次報告
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書の主な内容は次のとおり。 

  ア 施設の月間及び年度内累計利用状況 

  イ 施設の月間及び年度内累計収入状況 

  ウ 利用者からの苦情とその対応状況 

  エ その他必要な事項 

③ 日報の作成について 

      施設・設備の維持管理及び修繕業務に関する事項については、日報を作成し、市

の求めに応じて提出できるようにする。 

（３）その他 

   ① 帳簿類及び年次報告書、月次報告書の基礎となる書類について、指定管理者は市か

ら求められたときはその求めに応じていつでも提出できるようにする。 

  ② 事故や利用者の苦情のうち重要と判断される案件等については、随時、速やかに市

に報告する。 

 

１０．会計処理  

 宇土市民会館の会計処理については、指定管理者の財務会計規程により処理する。ただし、

宇土市民会館の適正な管理運営や公共施設としての透明性の確保の観点から、指定管理者の

財務会計規程が不適当と認めたときは、市は指定管理者に対し、その業務に係る会計処理に

関して、財務会計規程の一部を変更するよう指示することができるものとする。なお、宇土

市民会館の管理運営に係る会計は、指定管理者の他の事業と区分して専用の会計・口座で処

理する。 

 

１１．財産の帰属等  

（１）物品の管理 

     指定管理者は、市の所有に属する物品については、宇土市物品管理規則（平成１４

年規則第１３号）に基づいて取り扱う。また、指定管理者は物品管理簿を備えて、そ

の保管に係る物品を整理し、市の所有に属する物品の廃棄等の異動について、随時、

市と協議し承認を得なければならない。 

（２）指定管理者が自己資金で購入しようとする備品について 

     指定管理者が自己資金で備品を設置しようとする場合は、あらかじめ市と協議し、

承諾を得なければならない。 

 

１２．業務を実施するに当たっての注意事項  

（１）業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施する。 

  ① 指定管理者は、その業務に係る各種手順書・規程・要綱等を作成するものとし、そ

の場合、市と事前に協議を行うこと。 

   ② 各種規定がない場合は、市の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づいて所要の

規程を整備し、業務を行うこと。 



10 

 

（２）指定期間終了後の業務引継又は指定の取消し等により次期指定管理者へ業務を引継ぐ

際は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく宇土市民会館の業務を遂行できるよう、引継

ぎを行うこととし、宇土市民会館の使用予約に関しては遺漏がないよう十分留意するこ

と。 

 

１３．協議  

 指定管理者は、この仕様書及び協定書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及

び処理について定めのない事項又は疑義が生じた場合は、市と協議し決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


